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１ 個別課題解決機能

個別のケースについて、多機関・多職種の専門職が多角的視点から検討を行い、高齢者の自立
支援に資する助言を行います。その結果、課題解決のためのアセスメント力や実践力の向上、及
び高齢者相談支援センター職員や介護支援専門員が、より充実した高齢者の自立支援に資するケ
アマネジメントにつながることが期待されます。

２ ネットワーク構築機能

個別ケースの課題解決のために必要な関係機関・団体が、相互に連携することによって課題解
決機能が高まります。自立支援に資するケアマネジメントの普及と関係者の共通認識により、ネット
ワークがさらに強固で実践的なものとなります。

３ 地域課題発見機能

個別ケースの検討を重ねていく中で、同様の課題を抱えたケースを発見し、課題の内容や地域の
現状等を総合的に判断して、地域全体で解決すべき課題を明らかにします。

４ 地域づくり・資源開発機能
明らかになった地域課題に対して求められるサービスや地域のネットワーク機能など、必要となる
地域資源を開発していく機能です。関係機関・団体などが持つ機能や得意分野を生かした支援、地
域特性に応じた資源開発につながります。

５ 政策形成機能
地域課題の解決に向けて利用可能な地域資源等を検討し、地域課題解決のための政策提言を
行ったり、ニーズに見合ったサービスの基盤整備を行います。
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筑紫野市地域ケア会議について 3



事例提供に至るまでの一連の流れ

※運営包括によって、会場が異なります。
ご注意ください。
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※事例書類の提出期限が休日の場合、
前日までに提出をお願い致します。

※見学締め切りは会議の1週間前までに
ご連絡をお願い致します。

※事例提供日の会議出席が難しくなっ
た場合は、事業所内で交代し、運営包括
に連絡をお願いします。



事例の選定①

下記に該当するケースの事例提供をお願いします。

筑紫野市が保険者であり、かつ筑紫野市民である（住宅型有料
老人ホーム入居者を含む）。

要支援～要介護１・事業対象者であり、かつ継続支援が見込め
るケースである（死亡者は対象外）。

介護サービス利用者であれば、検討事例となります（介護保険
法第1条、第2条、第4条）。
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※事例提供者が決まりましたら、事例
検討表の太枠内を記載ください。

※事例提供者に悩まれる場合は、運営
包括の主任ケアマネジャーまでご相談
ください。



事例の選定②

ケース選定に迷う場合は・・・

➢ ケアプラン更新前（区分変更を考えている事例）の利用者

理由：助言をもとに、支援の方針の参考にして欲しいため。

➢ 福祉用具貸与を受けている利用者

理由：改善が見込めるケースを蓄積することで、自立に向けて

の支援を考えていくため。

➢ 訪問介護利用者

理由：本人ができることを伸ばし、地域の社会資源につなげ

ていきたいため。
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会議前のやりとり 7

③事例提供者→介護サービス事業所へ出席依頼

※内容確認後、地域ケア個別会議（課題解決型）を案内する場合があり
ます。その場合、提供事例の変更をお願いします。

４週間前：①事例提供者→運営包括へケアプランと事例検討表提出

事例提供者⇔運営包括主任ケアマネにて事前打ち合わせ
（提出書類等の確認）

６週間前：包括主任ケアマネ→事例提供者へ事前連絡

２週間前：事例提供者→運営包括へ提出書類一式を提出

３週間前：包括主任ケアマネ→事例提供者に連絡（事前打ち合わせ日程等）

②運営包括：提供事例の確認

※介護サービス事業所宛の文章、お願い事項をまとめたものを作成して
いますので、配布をお願いします。



提出書類一覧と各種様式 8

介護サービス事業所から提出して
もらったものを、提出してください。

独自様式は、市ホームページより
ダウンロードできます。



太枠内を記載してください。

事例検討表（市独自資料） 9



栄養・転倒のアセスメントシート（市独自資料） 10



社会的フレイル・活動に関する質問（市独自資料） 11



ADL・IADL評価シート（市独自資料） 12

記入例を作成しています。作成時の
参考にしてください。
※記入例も市ホームページより
ダウンロードできます。



ADL・IADL評価シート（市独自資料） 13

１． 「重点項目」欄にサービスにて補っている項目に●を、支援をする中で一番
重要と思う項目に◎をつけてください。

注）本人が元々行っていない項目には斜線
「どこでも出来る」 ＝ どのような環境でも（例：自宅や外出先など、どんな場所でも）できること

「限られた環境で出来る」 ＝ 限られた場所のみ（例：家の一部やデイサービス内でのみ）で自立し
ていること

◎ ＡＤＬ・IADL判定基準

○1 ○2

△1 △2

×1 ×2

自立 どこでも出来る

一部自立 改善可能性高い

全介助 改善可能性高い

限られた環境で出来る

改善可能性低い

改善可能性低い

２．下記判定基準にそって「現状」欄に現在の状態を、「予後」欄に１年後の予後
予測を記載してください。

３．「利用者の現状」欄に、具体的な利用者の現状を記載してください。
例）介助の状況、家屋情報、疾患の影響など。



ADL・IADL評価シート（市独自資料） 14

事例検討時（記入例）



事前打ち合わせ（会議当日の打ち合わせ） 15

※介護サービス事業所宛の文章、お願い事項
をまとめたものを作成していますので、配布
をお願いします。

会議当日の進行やお願いしたいことをまとめた用紙を用いて、
打ち合わせを行います。

まとめた用紙は打ち合わせ時に配布します（市ホームページ
よりダウンロードもできます。



会議後の流れ（振り返り会議）

事例検討の会議後、１ヶ月以内に振り返りシートとADL・IADL
評価シートをメールにて送付致します。※お手元に届いていな
い場合、運営包括までお問い合わせください。
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振り返り会議は、次年度になります。
次年度の会議日程が決まり次第、
ご連絡差し上げます。



会議後の流れ（振り返り会議）

振り返り会議時にて、阻害した
要因がある場合、 「こんな支援
があったら、助言に取り組めた
のではないか」と思うことがあ
れば、お聞かせください。
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会議後に継続して意識してい
ることをご記載下さい。

クリーム色で色付けしている
部分を記入し、提出してくだ
さい。



会議後の流れ（振り返り会議） 18

「検討後」の枠を記入してくださ
い。
記入例を作成しています。作成
時の参考にしてください。
※記入例も市ホームページより
ダウンロードできます。

事例検討時に使用した様式
を振り返り会議でも使用し
ます。



会議後の流れ（振り返り会議） 19

振り返り会議時（記入例）


